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約
款
変
更
論
に
関
す
る
覚
書

武　
　

田　
　

直　
　

大

第
一　

本
稿
の
目
的

　

平
成
二
九
年
の
民
法
改
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
定
型
約
款
に
関
す
る
一
連
の
規
定
（
民
法
五
四
八
条
の
二
以
下
）
は
、
従
来
の
約

款
理
論
に
必
ず
し
も
適
合
す
る
も
の
で
は
な
く
、
様
々
な
論
議
を
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
定
型
約
款
の
変
更
に
関
す
る
民
法
五

四
八
条
の
四
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
・
学
説
に
お
い
て
十
分
な
議
論
の
蓄
積
が
な
く
、
ま
た
、
諸
外
国
の
類
似
法
令
を
参
考

に
し
た
も
の
で
も
な
い
た
め
、
こ
の
規
定
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
解
釈
す
べ
き
か
が
、
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ

の
定
型
約
款
に
関
す
る
立
法
は
、
約
款
法
学
に
対
し
て
、
従
来
手
薄
で
あ
っ
た
約
款
変
更
の
一
般
理
論
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い

う
問
題
を
投
げ
返
し
て
い
る
。「
定
型
約
款
」
は
、
従
来
の
一
般
的
な
定
義
に
よ
る
「
約
款
」
の
う
ち
の
一
部
を
捉
え
る
に
過
ぎ
な
い

概
念
と
見
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
、
約
款
変
更
の
一
般
理
論
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
意
義
は
、
立
法
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
い
な
い
。

　

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
約
款
変
更
論
の
諸
課
題
に
対
し
て
、
比
較
法
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
。
具
体
的
に
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け

る
約
款
変
更
に
関
す
る
議
論
を
取
り
上
げ
る
。
ド
イ
ツ
法
は
、
定
型
約
款
の
変
更
規
定
に
対
応
す
る
よ
う
な
約
款
変
更
に
関
す
る
一
般

規
定
を
有
し
て
い
な
い
が
、
関
係
す
る
法
規
定
が
お
よ
そ
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
約
款
変
更
の
合
意
の
あ
り
方
や
約
款
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中
の
変
更
条
項
の
規
制
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
約
款
の
変
更
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
先
立
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
に
お

け
る
約
款
変
更
論
の
う
ち
、
無
効
条
項
の
変
更
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
条
項
無
効
以
外

の
原
因
に
よ
る
約
款
変
更
の
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。

　

も
っ
と
も
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
筆
者
の
研
究
進
捗
状
況
ゆ
え
に
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
約
款
変
更
論
の

十
分
に
詳
細
な
説
明
お
よ
び
慎
重
な
検
討
は
行
い
難
く
、
ま
た
、
ド
イ
ツ
法
の
議
論
が
日
本
法
に
与
え
る
示
唆
に
つ
い
て
も
、
手
厚
く

論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
法
の
議
論
の
概
要
を
記
述
し
た
う
え
で
、
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
理
論
枠
組
み
を

試
論
的
に
提
示
し
、
そ
の
枠
組
み
を
日
本
法
の
検
討
に
お
い
て
役
立
て
る
方
向
性
を
示
す
に
留
め
る
。

第
二　

ド
イ
ツ
法
の
状
況

一　

合
意
に
よ
る
約
款
変
更

1　

変
更
合
意
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
問
題

　

前
稿
に
お
い
て
も
取
り
扱
っ
た
よ
う
に
、
合
意
に
よ
る
約
款
変
更
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
議
論
に
お
い
て
は
、
合
意
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い

て
様
々
な
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
出
発
点
と
な
る
の
は
、
約
款
の
組
入
れ
に
関
す
る
法
規
定
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
約
款
法
に
お

い
て
は
、
一
般
に
、
約
款
変
更
の
合
意
に
つ
い
て
も
、
契
約
締
結
当
初
の
約
款
の
組
入
れ
と
同
様
の
規
律
が
基
本
的
に
妥
当
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
消
費
者
契
約
に
つ
い
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
〇
五
条
二
項
が
（
類
推
）
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
約
款

の
変
更
を
企
図
す
る
約
款
使
用
者
は
、
新
た
な
約
款
を
指
示
し
（
一
号
）、
相
手
方
が
そ
の
内
容
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

し
た
う
え
で
（
二
号
）、
相
手
方
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
規
定
が
、
約
款
変
更
（
変
更
約
款
の
組
入
れ
）
の
場
面

に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
る
の
か
、
が
問
わ
れ
て
い
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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こ
の
変
更
約
款
の
組
入
れ
の
問
題
に
お
い
て
は
、
前
記
一
号
・
二
号
に
お
け
る
約
款
の
開
示
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
場

合
に
相
手
方
の
同
意
を
認
め
て
よ
い
か
、
が
最
大
の
争
点
と
な
っ
て
い
る
。
議
論
の
大
勢
は
、
約
款
変
更
に
対
す
る
相
手
方
の
同
意
に

つ
い
て
、
明
示
的
に
表
明
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
相
手
方
に
有
利
な
変
更
に
つ
い
て
は
沈
黙
に
よ
る
同
意
を
認

め
る
見
解
が
相
当
程
度
の
支
持
を
集
め
て
い
る
ほ
か
、
不
利
益
変
更
に
つ
い
て
も
、
相
手
方
が
変
更
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
な
く
契
約

関
係
を
継
続
し
た
場
合
に
推
断
的
同
意
を
認
め
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
支
配
的
見
解
に
反
対
す
る
論
者
に
お

い
て
も
、
同
意
擬
制
条
項
を
用
い
る
こ
と
で
相
手
方
の
同
意
を
擬
制
す
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
相
手
方
の
同
意

が
推
断
ま
た
は
擬
制
さ
れ
う
る
こ
と
か
ら
、
合
意
に
よ
る
約
款
変
更
の
ス
キ
ー
ム
の
中
に
は
、
実
質
的
に
見
て
、
約
款
使
用
者
に
よ
る

一
方
的
変
更
に
近
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
推
断
的
同
意
や
同
意
擬
制
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
も
、
相
手
方
が
明
示
的

に
変
更
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
れ
ば
、
変
更
合
意
は
成
立
し
な
い
た
め
、
そ
の
点
に
一
方
的
変
更
と
の
違
い
が
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
以
上
の
よ
う
な
緩
や
か
な
同
意
認
定
に
は
、
一
定
の
手
続
的
な
要
件
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
〇
八
条
五
号
に
よ
れ
ば
、
同
意
擬
制
条
項
が
有
効
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
①
相
手
方
に
明
示
的
な
意

思
表
示
を
す
る
た
め
に
相
当
な
期
間
を
与
え
、
か
つ
、
②
そ
の
期
間
の
初
め
に
相
手
方
に
対
し
て
自
己
の
行
為
態
様
の
意
味
、
つ
ま
り
、

い
か
な
る
場
合
に
ど
の
よ
う
な
意
思
表
示
が
擬
制
さ
れ
る
の
か
を
指
摘
す
る
義
務
を
、
約
款
使
用
者
は
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
、
こ
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
契
約
関
係
の
継
続
に
よ
る
推
断
的
同
意
を
認
め
る
見
解
に
お
い
て
も
、
類
推
適
用
す
べ
き
こ
と
が
説

か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
緩
や
か
な
同
意
認
定
は
、
約
款
変
更
に
対
し
て
明
示
的
に
賛
否
を
表
明
し
な
い
不
作
為
を
相
手
方
に
帰

責
し
う
る
た
め
の
一
定
の
手
続
き
を
前
提
と
し
て
、
語
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
議
論
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
単
に
一
般
法
律
行
為
論
の
枠
内
に
お
け
る
合
意
の
成
立
や
当
初
約
款
の
組
入
れ
と
区

別
さ
れ
な
い
変
更
約
款
の
組
入
れ
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
推
断
的
同
意
の
是
非
に
関
し

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）（
8
）

（
9
）

（
10
）
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て
は
、
契
約
関
係
の
継
続
に
か
か
る
相
手
方
の
行
為
態
様
に
約
款
変
更
へ
の
同
意
と
い
う
意
味
を
見
出
し
う
る
か
が
、
一
般
的
な
意
思

表
示
解
釈
の
範
疇
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
大
量
取
引
に
お
け
る
約
款
使
用
者
の
約
款
変
更
に
関
す
る
利
益
を
考
慮
し
た
議

論
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
約
款
変
更
に
特
殊
な
合
意
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
点
に
、
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

2　

変
更
原
因
お
よ
び
変
更
内
容
に
関
す
る
問
題

⑴　

変
更
原
因
に
お
け
る
無
制
限
性

　

合
意
に
よ
る
約
款
変
更
が
契
約
自
由
の
範
疇
の
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
可
能
な
変
更
原
因
に
お
い
て
、
特
段
の
制
限
は
生
じ
な
い

と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
約
款
変
更
に
対
す
る
相
手
方
の
同
意
は
、
推
断
ま
た
は
擬
制
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
え
る
。

そ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
一
方
的
な
約
款
変
更
へ
の
接
近
が
生
じ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
緩
和
さ
れ
た
合
意
に
よ
る
約
款
変
更
に
つ
い
て

も
、
後
述
す
る
一
方
的
変
更
と
同
様
に
、
変
更
原
因
お
よ
び
そ
こ
か
ら
帰
結
さ
れ
る
変
更
内
容
に
お
い
て
、
何
ら
か
の
制
限
が
課
さ
れ

る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
問
題
が
生
じ
る
。

　

同
意
擬
制
条
項
に
対
す
る
こ
の
点
で
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
一
方
的
変
更
権
条
項
よ
り
も
緩
や
か
に
考
え
る
諸
見
解
が
存
在
す
る
。

す
な
わ
ち
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
約
款
使
用
者
に
よ
る
一
方
的
変
更
に
つ
い
て
は
、
無
効
条
項
の
代
替
の
他
、
予
見
不
可
能
な
事
情
変

更
に
よ
り
生
じ
た
均
衡
障
害
を
是
正
す
る
た
め
に
の
み
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
が
、
約
款
変
更
条
項
に
関
す
る
判
例
で
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
判
例
に
対
す
る
学
説
の
支
持
も
強
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
意
擬
制
条
項
に
基
づ
く
変
更
に
つ
い
て
は
、
均
衡
障
害
に
変
更
原
因

を
制
限
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
見
解
や
、
純
粋
に
内
部
的
な
組
織
転
換
を
理
由
に
自
己
の
利
益
の
た
め
に
約
款
を
変
更
す
る
こ
と
も

不
衡
平
で
は
な
い
と
の
見
解
が
、
主
張
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
判
例
も
、
右
の
一
方
的
変
更
権
条
項
の
有
効
要
件
が
、
同
意
擬
制
条
項

に
対
し
て
直
ち
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）（
15
）

（
16
）
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⑵　

本
質
的
な
条
項
に
つ
い
て
の
変
更
制
限

　

変
更
原
因
に
お
け
る
制
限
の
有
無
と
は
別
に
、
同
意
擬
制
条
項
に
基
づ
く
約
款
変
更
に
つ
い
て
は
、
変
更
の
対
象
と
な
る
条
項
の
内

容
に
関
し
て
、
一
定
の
制
限
の
存
在
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
質
的
な
条
項
に
つ
い
て
の
同
意
擬
制
の
制
限
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
第
三
民
事
部
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
一
一
日
判
決
（N

JW
-RR 2008, 134

）
が
注
目
さ
れ

る
。
そ
こ
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
契
約
お
よ
び
関
連
製
品
販
売
契
約
に
お
け
る
同
意
擬
制
条
項
の
効
力
が
問
題
と
な
っ
た
。
Ｂ

Ｇ
Ｈ
は
、
当
該
条
項
を
次
の
よ
う
な
理
由
で
無
効
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
条
項
は
、
給
付
・
製
品
記
述
の
変
更
を
可
能
と
す
る
点
で
、

約
款
使
用
者
に
と
っ
て
、
契
約
構
造
を
全
体
と
し
て
変
形
し
、
給
付
の
均
衡
を
著
し
く
自
己
に
有
利
に
す
る
手
段
を
保
持
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
広
範
な
、
当
事
者
間
の
法
的
関
係
の
基
礎
に
関
わ
る
変
更
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
四
五
条
以
下
（
申
込
み
と
承
諾
に
関

す
る
諸
規
定
）
の
要
件
を
充
足
す
る
変
更
契
約
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
本
条
項
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
〇
七
条
一
項
に
抵

触
す
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
同
意
擬
制
条
項
を
無
効
と
し
た
。
こ
の
給
付
・
製
品
記
述
の
変
更
に
関
す
る
判

示
に
よ
れ
ば
、
契
約
の
中
心
部
分
を
規
律
す
る
約
款
条
項
に
つ
い
て
も
、
同
意
擬
制
条
項
に
基
づ
い
て
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

と
考
え
ら
れ
る
。

　

学
説
に
お
い
て
も
、
同
意
擬
制
条
項
に
つ
い
て
、
本
質
的
な
条
項
の
変
更
禁
止
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
制
限
の
代
表
的
な
主
張
者

で
あ
る
プ
レ
ー
ヴ
ェ
（Peter Präve

）
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
〇
八
条
六
号
は
、
特
別
な
意
義
を

有
す
る
約
款
使
用
者
の
意
思
表
示
が
相
手
方
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
旨
の
規
定
を
無
効
と
す
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
本
質
的
な
問

題
に
関
す
る
契
約
相
手
方
の
意
思
表
示
は
、
約
款
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
思
表
示

は
、
む
し
ろ
明
示
ま
た
は
黙
示
に
表
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
の
み
、
必
要
な
相
手
方
の
同
意
が
実
際
に
存
在
す
る

こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
る
、
と
。
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も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
制
限
に
対
し
て
は
、
反
対
説
も
あ
る
。
反
対
の
論
拠
と
し
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
〇
八
条
五
号
に
お
い
て
本
質

的
な
意
義
を
有
す
る
表
示
の
擬
制
が
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
の
他
、
約
款
全
体
の
変
更
な
ど
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
い
こ
と
、

相
手
方
に
有
利
で
あ
れ
ば
完
全
な
変
更
も
許
す
べ
き
こ
と
、
相
手
方
の
保
護
手
段
と
し
て
は
、
変
更
申
込
み
に
対
す
る
異
議
の
可
能
性

お
よ
び
新
条
項
の
内
容
規
制
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
契
約
内
容
の
本
質
的
な
変
更
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
で
明
示
的
に
合
意
さ
れ
る

こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
擬
制
な
ど
の
緩
和
さ
れ
た
同
意
認
定
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、

前
記
⑴
で
論
じ
た
変
更
原
因
の
制
限
と
は
異
な
る
。
⑴
の
制
限
は
、
契
約
の
中
心
部
分
に
つ
い
て
も
問
題
と
な
る
事
情
変
更
の
原
則
と

共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
制
限
が
課
さ
れ
る
場
合
に
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
む
し
ろ
重
要
性
の
高
い
条
項
に

つ
い
て
変
更
が
認
め
ら
れ
や
す
い
こ
と
に
な
る
。

二　

約
款
使
用
者
に
よ
る
一
方
的
な
約
款
変
更

1　

一
方
的
な
約
款
変
更
の
制
限

⑴　

変
更
原
因
の
制
限

ア　

重
大
な
事
情
変
更
を
原
因
と
す
る
約
款
変
更
へ
の
制
限

　

判
例
お
よ
び
大
多
数
の
学
説
は
、
約
款
使
用
者
の
一
方
的
変
更
権
を
定
め
る
約
款
変
更
条
項
に
つ
い
て
、
既
存
の
契
約
関
係
に
介
入

す
る
も
の
で
あ
り
、
契
約
の
拘
束
力
の
原
則
に
抵
触
す
る
と
の
見
方
か
ら
、
そ
の
有
効
性
を
制
限
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
約
款
使
用
者
に
よ
る
一
方
的
な
約
款
変
更
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
〇
七
条
一
項
に
基
づ
く
利
益
衡
量
に
基
づ
き
、

①
約
款
使
用
者
が
惹
起
し
た
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
予
見
不
可
能
な
事
情
変
更
に
よ
っ
て
、
契

（
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約
締
結
時
に
存
在
し
た
均
衡
関
係
が
軽
微
で
は
な
い
程
度
に
害
さ
れ
た
場
合
、
ま
た
は
、
②
判
例
に
よ
り
条
項
が
無
効
と
さ
れ
た
場
合

な
ど
、
規
律
欠
缺
に
よ
り
契
約
実
行
に
際
し
て
困
難
が
生
じ
、
変
更
ま
た
は
補
充
に
よ
っ
て
の
み
そ
れ
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
に
限
り
、
正
当
化
さ
れ
る
。
①
に
お
い
て
、
一
方
的
な
約
款
変
更
は
、
重
大
な
事
情
変
更
に
対
処
す
る
た
め
に
の
み
許
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
学
説
に
お
い
て
も
、
同
様
の
事
情
変
更
を
原
因
と
す
る
変
更
へ
の
制
限
が
説
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
方
的
変
更
権
を
留

保
す
る
約
款
条
項
全
般
の
許
容
基
準
と
し
て
、
変
更
原
因
が
①
予
見
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
②
約
款
使
用
者
の
リ
ス
ク
領
域
に

由
来
せ
ず
統
制
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
る
見
解
や
、
保
険
契
約
に
つ
い
て
、
保
険
者
に
と
っ
て
契
約
締
結
時
に
予
見
可
能

な
事
情
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
変
更
留
保
に
つ
い
て
承
認
に
値
す
る
必
要
性
は
存
在
し
な
い
と
す
る
見
解
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、
後
述
す
る
ヴ
ァ
ン
ト
も
、
通
常
解
約
告
知
が
不
可
能
な
期
間
に
お
け
る
一
方
的
変
更
権
の
基
本
要
件
と
し
て
、
事
情
変
更
に
よ

っ
て
給
付
の
均
衡
が
害
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
、
保
険
者
は
一
定
の
原
因
な
し
に
保
険
料
ま
た
は
保
険
約
款
を
変
更
す
る
権
限
を
留
保
し

て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
。
さ
ら
に
、
保
険
料
お
よ
び
契
約
条
件
が
で
き
る
だ
け
長
く
一
定
で
あ
る
こ
と
に
、
保
険
契
約
者
は
正
当
な

利
益
を
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
軽
微
で
は
な
い
程
度
の
均
衡
障
害
が
必
要
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。
ま
た
、
事
情
変
更
が
予
見
・
評
価
・

影
響
可
能
で
あ
れ
ば
、
契
約
締
結
に
際
し
て
顧
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
原
則
と
し
て
変
更
留
保
に
正
当
な
利
益
は
な
い
、
と
す

る
。

イ　

制
限
緩
和
の
可
能
性

　

前
記
ア
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
重
大
な
事
情
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
の
み
約
款
変
更
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
と
と
も
に
、
給
付
関
係

に
影
響
す
る
条
項
に
変
更
対
象
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
、
逆
に
い
え
ば
、
よ
り
付
随
的
な
条
項
に
つ
い
て
は
変
更
の
対
象
と
な
り
に
く
い

こ
と
を
、
含
意
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
、
コ
ル
ム
ゼ
ー
（Bastian K

olm
see

）
は
、
立
法
論
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
重
大
な
均
衡
障
害
を

要
件
と
せ
ず
に
約
款
使
用
者
の
一
方
的
変
更
権
を
認
め
、
し
た
が
っ
て
、
付
随
的
条
項
に
つ
い
て
も
柔
軟
に
変
更
の
余
地
を
与
え
る
こ

と
を
説
い
て
い
る
。
彼
は
、
前
述
の
よ
う
な
判
例
に
よ
る
限
り
、
一
方
的
変
更
権
条
項
は
柔
軟
な
約
款
変
更
に
適
し
て
お
ら
ず
、
契
約

内
容
の
標
準
化
に
向
け
ら
れ
た
約
款
使
用
者
の
正
当
な
利
益
に
完
全
に
は
適
合
し
な
い
と
結
論
付
け
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
的
変
更
を
制
約
す
る
約
款
の
継
続
性
に
対
す
る
相
手
方
の
正
当
な
利
益
は
、
相
手
方
が
契
約
締
結
時
に
約
款

を
読
み
、
そ
の
内
容
を
契
約
締
結
判
断
の
枠
内
で
顧
慮
し
、
そ
れ
が
維
持
さ
れ
る
と
信
頼
し
て
い
る
、
と
の
想
定
に
基
づ
く
。
し
か
し

な
が
ら
、
多
数
の
顧
客
は
、
経
済
的
理
由
か
ら
約
款
を
読
ま
ず
、
異
議
を
述
べ
る
こ
と
も
な
い
。
認
識
の
欠
如
は
、
従
来
の
約
款
の
組

入
れ
に
つ
い
て
の
希
薄
な
合
意
を
も
た
ら
し
、
く
わ
え
て
約
款
の
具
体
的
内
容
に
関
心
が
な
い
こ
と
の
表
明
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

従
来
の
内
容
の
継
続
に
対
す
る
相
手
方
の
利
益
は
、
小
さ
く
評
価
さ
れ
、
約
款
使
用
者
の
標
準
化
利
益
が
優
越
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

約
款
使
用
者
が
予
め
明
示
的
に
指
摘
し
た
条
項
、
広
告
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
た
条
項
、
ま
た
は
契
約
関
係
に
つ
い
て
本
質
的
な
規

律
を
含
む
条
項
な
ど
に
つ
い
て
は
、
相
手
方
が
認
識
し
て
い
る
も
の
と
想
定
さ
れ
、
一
方
的
変
更
が
正
当
化
さ
れ
な
い
。
コ
ル
ム
ゼ
ー

は
、
以
上
の
よ
う
な
論
理
に
基
づ
い
て
、
重
大
な
均
衡
障
害
を
要
件
と
し
な
い
一
方
的
変
更
権
の
立
法
を
提
案
し
て
い
る
。

⑵　

相
手
方
の
告
知
権
の
意
義

　

約
款
使
用
者
の
一
方
的
な
約
款
変
更
権
限
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
相
手
方
が
被
る
不
利
益
に
対
す
る
補
償
と
い
う
観
点
か
ら
、

変
更
が
行
わ
れ
た
場
合
に
相
手
方
に
告
知
権
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
か
、
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
議
論
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
、
相
手
方
に
告
知
権
を
付
与
し
さ
え
す
れ
ば
、
変
更
原
因
の
制
限
ま
た
は
条
項
の
具
体
性
に
対
す
る
要
求
が
緩
和
さ
れ
る
と
い
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う
考
え
方
に
対
し
て
は
、
否
定
的
な
見
解
が
多
い
。
少
な
く
と
も
、
こ
れ
ら
の
側
面
に
お
け
る
条
項
の
不
相
当
性
が
約
款
使
用
者
に
と

っ
て
回
避
可
能
な
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
告
知
権
の
付
与
は
、
相
手
方
の
不
利
益
に
対
す
る
補
償
と
は
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
相
手
方
が
契
約
の
存
続
に
利
益
を
有
し
て
い
る
場
合
や
、
相
手
方
に
代
替
取
引
の
可
能
性
が
な
い
場
合
に
は
、
告
知
権
の
付
与

が
相
手
方
の
利
益
と
な
ら
な
い
、
と
も
批
判
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
相
手
方
の
告
知
権
に
積
極
的
な
意
義
を
認
め
る
見
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
告
知
権
に
は
、
約
款

変
更
に
伴
う
相
手
方
の
不
可
避
的
な
不
利
益
ま
た
は
変
更
条
項
の
不
可
避
的
な
抽
象
性
に
対
す
る
補
償
と
し
て
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
告
知
権
の
存
在
は
、
変
更
条
項
の
実
質
的
内
容
お
よ
び
具
体
性
に
対
す
る
要
求
を
引
き
下
げ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら

の
側
面
に
お
い
て
適
法
と
評
価
さ
れ
る
条
項
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
告
知
権
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
告
知
権
が
必

要
と
さ
れ
る
理
由
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
変
更
原
因
の
制
限
を
問
題
と
す
る
限
り
、
相
手
方
全
体
の
典
型

的
な
利
益
だ
け
を
顧
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
相
手
方
全
体
に
と
っ
て
期
待
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
許
容
さ
れ

る
契
約
の
変
更
で
あ
っ
て
も
、
個
別
の
相
手
方
に
と
っ
て
、
個
別
的
な
理
由
か
ら
期
待
不
可
能
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。
個
々
の
相

手
方
は
、
告
知
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
事
態
を
顧
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
べ
き
で
あ
る
、
と
の
説
明
で
あ
る
。

2　

約
款
使
用
者
の
告
知
可
能
性
に
よ
る
区
別

　

こ
こ
ま
で
叙
述
し
て
き
た
約
款
使
用
者
に
よ
る
一
方
的
な
約
款
変
更
の
制
限
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
け
る
一
方

的
変
更
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
と
り
わ
け
ヴ
ァ
ン
ト
（M

anfred 

W
andt

）
に
よ
っ
て
、
保
険
契
約
に
お
け
る
約
款
変
更
条
項
の
効
力
を
検
討
す
る
中
で
行
わ
れ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
前
記
1
の
議
論
は
、

約
款
使
用
者
が
通
常
解
約
告
知
し
え
な
い
場
面
に
つ
い
て
の
み
当
て
は
ま
る
。
こ
の
場
面
に
お
け
る
一
方
的
変
更
権
条
項
は
、
保
険
者
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に
合
意
内
容
か
ら
の
事
後
的
な
離
脱
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
契
約
の
拘
束
力
の
原
則
に
抵
触
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
事
情
変
更
に

対
応
し
て
契
約
内
容
を
調
整
す
る
場
合
に
の
み
、
変
更
権
限
が
正
当
化
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
通
常
解
約
告
知
が
可
能
な
場
面
に

お
い
て
、
保
険
者
が
告
知
不
可
能
な
契
約
期
間
の
経
過
後
に
効
力
を
有
す
る
形
で
契
約
内
容
を
変
更
す
る
権
限
を
保
有
し
た
と
し
て
も
、

保
険
契
約
者
に
は
、
同
一
条
件
で
の
契
約
の
存
続
に
つ
い
て
正
当
な
信
頼
が
存
在
せ
ず
、
契
約
の
拘
束
力
の
原
則
と
の
衝
突
は
生
じ
な

い
。
こ
の
よ
う
な
権
限
を
定
め
る
変
更
条
項
は
、
告
知
不
可
能
な
場
面
に
つ
い
て
の
そ
れ
と
は
異
な
る
性
質
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
有

効
性
も
別
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ヴ
ァ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
約
款
使
用
者
の
告
知
可
能
性
に
よ
る
区
別
を
提
唱
す
る
。

　

さ
ら
に
、
ヴ
ァ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
告
知
可
能
な
場
面
に
お
け
る
約
款
使
用
者
（
保
険
者
）
の
変
更
権
限
お
よ
び
相
手
方
（
保
険
契
約

者
）
の
告
知
権
は
、
約
款
使
用
者
に
よ
る
変
更
解
約
告
知
と
の
対
比
に
お
い
て
正
当
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
、

保
険
者
は
、
契
約
内
容
を
変
更
す
る
た
め
に
、
通
常
告
知
権
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
変
更
解
約

告
知
は
、
保
険
契
約
の
更
新
に
お
け
る
両
当
事
者
の
利
益
に
合
致
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
更
新
手
続
き
が
簡
易
・
安
価
で
あ
る
こ
と

に
両
当
事
者
の
利
益
が
存
す
る
と
こ
ろ
、
変
更
解
約
告
知
は
、
典
型
的
に
見
て
、
い
ず
れ
の
当
事
者
の
利
益
に
も
合
致
し
な
い
か
ら
で

あ
る
。
保
険
者
の
変
更
解
約
告
知
に
対
し
て
、
保
険
契
約
者
は
、
新
た
な
契
約
の
申
込
み
に
承
諾
す
る
か
、
他
の
保
険
者
と
契
約
を
締

結
す
る
か
の
行
動
を
迫
ら
れ
る
。
仮
に
適
時
に
行
動
し
な
け
れ
ば
、
保
険
保
護
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
リ
ス
ク
は
、
保
険
契
約
者

の
利
益
に
反
す
る
。
む
し
ろ
、
約
款
が
変
更
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
直
ち
に
更
新
さ
れ
、
変
更
内
容
が
自
己
の
観
念
に
反
す
る
場
合

に
の
み
作
為
を
要
す
る
こ
と
が
、
保
険
契
約
者
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
利
益
衡
量
を
も
と
に
、
保
険
契

約
者
の
告
知
権
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
保
険
者
の
変
更
権
限
を
正
当
化
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
保
険
契
約
者
に
よ
る
告

知
権
の
不
行
使
は
、
変
更
告
知
に
よ
れ
ば
契
約
継
続
の
た
め
に
必
要
な
同
意
の
意
思
表
示
に
代
わ
る
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
。

　

右
の
よ
う
な
議
論
か
ら
は
、
ヴ
ァ
ン
ト
が
、
告
知
可
能
な
場
面
に
お
け
る
約
款
使
用
者
に
よ
る
一
方
的
な
約
款
変
更
を
、
実
質
的
に

（
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合
意
に
よ
る
約
款
変
更
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
変
更
権
限

の
制
限
に
も
表
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ァ
ン
ト
は
、
一
方
に
お
い
て
、
告
知
可
能
な
場
面
で
は
、
告
知
不
可
能
な
場
面
の
よ
う
な

変
更
原
因
に
関
す
る
制
限
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
保
険
契
約
者
の
内
容
的
な
保
護
は
、
不
意
打
ち
条
項
規
制
（
Ｂ
Ｇ

Ｂ
三
〇
五
ｃ
条
一
項
）
お
よ
び
内
容
規
制
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
〇
七
条
以
下
）
に
よ
っ
て
図
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
、
と
す
る
。
他
方
に
お
い
て
、

保
険
契
約
者
を
保
護
す
る
た
め
の
手
続
的
な
要
求
と
し
て
、
①
変
更
内
容
の
通
知
、
②
告
知
権
と
そ
の
不
行
使
の
結
果
の
指
摘
、
③
適

時
の
通
知
、
④
変
更
条
項
に
お
け
る
形
式
要
件
の
列
挙
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
的
な
制
約
の
少
な
さ
と
手
続
的
な
要
求
に

よ
る
相
手
方
の
保
護
は
、
合
意
に
よ
る
変
更
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
共
通
す
る
。

　

最
後
に
、
ヴ
ァ
ン
ト
は
、
告
知
可
能
な
場
合
の
保
険
者
の
変
更
権
限
が
正
当
化
さ
れ
る
た
め
に
、
さ
ら
に
保
険
契
約
者
に
代
替
取
引

の
可
能
性
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
に
、
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
当
該
保
険
部
門
に
お
い
て

競
争
が
機
能
し
て
お
り
、
保
険
契
約
者
が
契
約
の
終
了
を
選
択
し
た
と
し
て
も
、
自
ら
に
有
利
な
代
替
取
引
を
締
結
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
こ
と
が
、
議
論
の
前
提
に
な
る
と
し
て
い
る
。

第
三　

結
論
に
代
え
て

一　

ド
イ
ツ
法
の
ま
と
め

　

本
稿
で
素
描
し
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る
約
款
変
更
論
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

1　

合
意
に
よ
る
約
款
変
更

　

第
一
に
、
両
当
事
者
の
合
意
に
よ
る
約
款
変
更
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
相
手
方
の
同
意
は
、
約
款
や
そ
れ
を
利

（
42
）

（
43
）

（
44
）（
45
）

（
46
）



論　　　説

（阪大法学）69（3・4-328）　714 〔2019.11〕

用
す
る
取
引
の
性
格
を
考
慮
し
、
一
定
の
手
続
的
な
要
件
を
前
提
と
し
て
、
緩
や
か
に
認
定
す
る
こ
と
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と

も
、
こ
の
よ
う
な
緩
や
か
な
同
意
に
よ
る
約
款
変
更
が
、
中
心
条
項
な
ど
本
質
的
な
約
款
条
項
の
変
更
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
か
に

つ
い
て
は
、
否
定
的
な
見
解
が
強
い
。

2　

一
方
的
変
更

　

第
二
に
、
ド
イ
ツ
法
の
議
論
か
ら
は
、
約
款
使
用
者
に
よ
る
一
方
的
な
約
款
変
更
を
正
当
化
す
る
た
め
の
、
い
く
つ
か
の
法
律
構
成

を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴　

合
意
擬
制
構
成

ア　

異
議
型
と
解
除
型

　

ま
ず
、
表
面
的
に
は
一
方
的
な
約
款
使
用
者
の
変
更
権
限
を
、
当
事
者
間
で
の
変
更
合
意
を
擬
制
す
る
も
の
と
し
て
正
当
化
す
る
可

能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
方
的
変
更
の
正
当
化
を
「
合
意
擬
制
構
成
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
ド
イ
ツ
法
の
議
論
か
ら
は
、
こ
の

構
成
に
属
す
る
約
款
変
更
の
枠
組
み
と
し
て
、
次
の
二
つ
の
型
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
同
意
擬
制
条
項
の
よ
う
に
、
変
更
に
対
す
る
異
議
を
唱
え
る
こ
と
で
従
前
の
約
款
の
内
容
を
存
続
さ
せ
る
可
能
性
を
相
手

方
に
認
め
た
う
え
で
、
そ
の
よ
う
な
異
議
権
が
行
使
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
相
手
方
の
同
意
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
枠
組

み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
を
「
異
議
型
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　

第
二
に
、
約
款
使
用
者
の
側
か
ら
契
約
を
解
消
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
─
─
し
た
が
っ
て
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
契
約
に
お

い
て
更
新
拒
絶
が
可
能
な
こ
と
、
ま
た
は
、
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
に
お
い
て
解
約
申
入
れ
が
可
能
な
こ
と
─
─
、
お
よ
び
、
相
手

（
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方
に
解
除
権
を
付
与
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
、
相
手
方
が
当
該
解
除
権
を
行
使
し
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
変
更
に
対
す
る
同
意

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
を
、「
解
除
型
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

イ　

合
意
擬
制
構
成
の
特
徴

　

異
議
型
で
あ
れ
、
解
除
型
で
あ
れ
、
一
方
的
な
約
款
変
更
を
合
意
擬
制
構
成
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
場
合
に
は
、
合
意
に
よ
る
約
款

変
更
と
同
様
の
規
制
方
向
が
導
か
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
実
体
面
で
の
制
約
に
関
し
て
は
、
重
大
な
事
情
変
更
の
要
求
な
ど
変
更
原
因
に
関
す
る
制
限
よ
り
も
、
変
更

対
象
と
な
る
条
項
の
内
容
に
応
じ
た
制
限
が
問
題
と
な
る
。
と
り
わ
け
、
契
約
上
本
質
的
な
内
容
を
含
む
条
項
の
変
更
に
対
す
る
制
限

が
問
わ
れ
る
。

　

他
方
で
、
不
作
為
を
相
手
方
に
帰
責
す
る
た
め
の
手
続
的
要
件
の
設
定
が
問
わ
れ
る
。
異
議
型
に
お
い
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
〇
八
条
五

号
に
よ
れ
ば
、
相
手
方
が
異
議
権
を
行
使
す
る
た
め
の
相
当
な
期
間
を
付
与
す
る
こ
と
、
ま
た
、
異
議
権
の
不
行
使
が
変
更
に
対
す
る

同
意
に
当
た
る
と
の
指
摘
す
る
こ
と
が
、
約
款
使
用
者
に
要
求
さ
れ
る
。
解
除
型
に
つ
い
て
も
こ
れ
と
並
行
に
考
え
る
と
、
解
除
権
行

使
に
つ
い
て
相
当
期
間
を
付
与
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
解
除
権
の
不
行
使
が
変
更
に
対
す
る
同
意
を
意
味
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と

が
、
約
款
使
用
者
に
義
務
付
け
ら
れ
る
。

⑵　

事
情
変
更
構
成

ア　

基
本
的
な
考
え
方

　

次
に
、
契
約
締
結
時
に
予
見
不
可
能
で
あ
っ
た
事
情
変
更
が
生
じ
た
こ
と
を
要
件
と
し
て
、
文
字
ど
お
り
約
款
使
用
者
に
よ
る
一
方

（
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的
な
約
款
変
更
を
正
当
化
す
る
可
能
性
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
正
当
化
を
「
事
情
変
更
構
成
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
よ

う
な
法
律
構
成
は
、
一
般
的
な
事
情
変
更
の
原
則
の
要
件
設
定
に
準
ず
る
形
で
、
一
方
的
な
約
款
変
更
を
規
制
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

イ　

事
情
変
更
構
成
の
特
徴

　

合
意
擬
制
構
成
と
対
比
し
た
事
情
変
更
構
成
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
二
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

第
一
に
、
本
質
的
な
条
項
の
変
更
も
排
除
さ
れ
な
い
点
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
支
配
的
見
解
に
従
う
な
ら
ば
、

給
付
の
均
衡
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
中
心
条
項
ま
た
は
中
心
に
近
い
条
項
こ
そ
、
こ
の
法
律
構
成
に
よ
る
変
更
の
対
象
と
な
り
う
る

も
の
で
あ
り
、
よ
り
付
随
的
な
条
項
は
、
逆
に
一
方
的
な
変
更
の
対
象
と
な
り
に
く
い
。
付
随
的
な
条
項
に
も
変
更
対
象
を
拡
大
し
よ

う
と
す
れ
ば
、
コ
ル
ム
ゼ
ー
の
よ
う
な
議
論
が
必
要
と
な
る
。

　

第
二
に
、
相
手
方
に
付
与
さ
れ
る
解
除
権
の
意
味
が
異
な
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
解
除
型
合
意
擬
制
構
成
に
お
い
て
、
相
手
方

へ
の
解
除
権
の
付
与
は
、
約
款
変
更
に
対
す
る
同
意
を
擬
制
す
る
た
め
の
必
要
条
件
を
成
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
事
情
変
更
型
に
お
け

る
相
手
方
の
解
除
権
は
、
約
款
変
更
に
伴
う
相
手
方
の
不
利
益
に
対
す
る
補
償
と
し
て
の
意
味
を
有
す
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
よ
う
な

補
償
が
必
要
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
相
手
方
が
被
る
不
利
益
の
内
容
・
程
度
に
も
応
じ
て
、
評
価
が
分
か
れ
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二　

日
本
法
へ
の
示
唆

　

右
の
よ
う
に
整
理
し
た
ド
イ
ツ
約
款
変
更
論
は
、
日
本
法
に
と
っ
て
次
の
よ
う
な
意
義
を
有
し
う
る
。
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1　

約
款
変
更
の
一
般
理
論
と
し
て
の
意
義

　

ま
ず
、
ド
イ
ツ
法
の
整
理
に
よ
り
得
ら
れ
た
法
的
枠
組
み
を
、
約
款
変
更
の
一
般
理
論
と
し
て
捉
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
約
款
の
組

入
れ
・
解
釈
・
内
容
規
制
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
一
般
的
な
約
款
法
理
が
形
成

さ
れ
て
き
た
一
方
、
約
款
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
よ
う
な
一
般
理
論
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
約
款
変
更
の
一
般
理
論
を
補
う
た
め
に
、
ド
イ
ツ
法
の
枠
組
み
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
。
ド
イ
ツ
約
款
変
更
論
は
、
変
更
合
意
お
よ
び
事
情
変
更
の
原
則
と
い
う
一
般
契
約
法
に
お
い
て
承
認
さ
れ
て
い
る
契

約
変
更
の
原
則
的
な
ス
キ
ー
ム
を
基
礎
と
し
て
、
そ
こ
に
約
款
取
引
に
特
有
の
事
情
を
加
味
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
枠
組
み
に
は
、
約
款
変
更
の
一
般
理
論
と
し
て
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
変
更
合
意
お
よ
び

事
情
変
更
の
原
則
と
い
う
出
発
点
を
共
有
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
理
論
は
、
日
本
法
に
も
移
入
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

2　

定
型
約
款
の
変
更
理
論
に
お
け
る
意
義

　

定
型
約
款
の
変
更
に
関
す
る
民
法
五
四
八
条
の
四
の
正
当
化
に
関
す
る
従
来
の
議
論
に
は
、
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
約
款
変
更
の
一
般
理
論
を
出
発
点
と
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
修
正
と
し
て
定
型
約
款
変
更
法
理
を
基

礎
づ
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
②
相
手
方
の
不
特
定
多
数
性
と
画
一
化
の
双
方
合
理
性
と
い
う
定
型
取
引
の
特
質
か
ら
変
更
法
理
の
正
当

化
を
図
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
本
稿
の
提
示
す
る
約
款
変
更
論
の
枠
組
み
が
、
定
型
約
款
の
変
更
に
対
し
て
い
か
な
る
意
義
を
有
す

る
か
は
、
い
ず
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
か
に
左
右
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
前
記
①
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
場
合
、
ま
た
は
、
前
記
①
と
②
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
併
存
さ
せ
る
場
合
に
は
、
本
稿
の
理
論
が
、

民
法
五
四
八
条
の
四
の
解
釈
論
と
し
て
導
入
さ
れ
う
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
と
き
、
同
条
の
文
言
が
ど
の
よ
う
に
理
論
と
す
り
合
わ
せ

（
50
）

（
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）

（
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）

（
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）
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ら
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
検
討
を
保
留
し
、
こ
こ
で
は
、
従
来
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
二
つ
の
問
題
に

つ
い
て
、
本
稿
の
整
理
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
中
心
条
項
に
も
民
法
五
四
八
条
の
四
が

適
用
さ
れ
る
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
回
答
は
、
合
意
に
よ
る
変
更
と
事
情
変
更
に
基
づ
く
変
更
の
い
ず
れ

を
基
礎
と
す
る
か
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
相
手
方
に
契
約
か
ら
の
離
脱
可
能
性
を
与
え
る
こ
と
の
要
否
で

あ
る
。
こ
の
問
題
も
、
い
か
な
る
法
律
構
成
に
立
脚
す
る
か
に
左
右
さ
れ
る
。
相
手
方
の
離
脱
可
能
性
は
、
解
除
型
合
意
擬
制
構
成
に

お
い
て
必
要
条
件
で
あ
る
が
、
事
情
変
更
構
成
で
は
考
慮
要
因
の
一
つ
に
留
ま
る
。
ま
た
、
相
手
方
に
離
脱
可
能
性
を
与
え
さ
え
す
れ

ば
合
意
擬
制
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
定
型
約
款
準
備
者
に
離
脱
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
解
除
型
の
前
提
で
あ
る
。

　

次
に
、
も
っ
ぱ
ら
前
記
②
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
場
合
に
は
、
本
稿
の
理
論
枠
組
み
は
、
民
法
五
四
八
条
の
四
の
解
釈
論
と
し
て
参

照
し
え
な
い
も
の
と
な
る
。
本
稿
で
整
理
し
た
ド
イ
ツ
約
款
変
更
論
は
、
契
約
締
結
の
時
期
を
問
わ
な
い
取
引
内
容
の
画
一
性
の
双
方

合
理
性
が
約
款
変
更
を
正
当
化
す
る
と
い
う
理
論
を
提
示
し
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
理
論
は
、
本
稿
の
枠
組
み
の
外
部
に
あ
る
。
も

っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
、
定
型
約
款
の
変
更
理
論
を
理
解
す
る
う
え
で
、
本
稿
の
提
示
す
る
理
論
を
無
意
味
な
も
の
と
は
し
な
い
だ
ろ

う
。
と
い
う
の
は
、
約
款
一
般
の
変
更
理
論
と
定
型
約
款
の
そ
れ
と
の
距
離
を
測
る
う
え
で
、
前
者
を
具
体
化
す
る
本
稿
の
理
論
は
、

益
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
約
款
一
般
の
変
更
理
論
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
定
型

約
款
の
変
更
理
論
の
射
程
を
画
す
る
う
え
で
も
、
意
味
が
あ
る
作
業
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

三　

お
わ
り
に

　

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
に
お
い
て
提
示
し
た
約
款
変
更
論
は
、
試
論
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
ド
イ
ツ
法
の
詳
細
な
検
討
を

含
め
た
本
格
的
な
立
論
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
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）
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拙
稿
「
無
効
な
約
款
条
項
の
変
更
（
一
）
～
（
三
・
完
）」
阪
法
六
八
巻
一
号
一
〇
七
頁
・
二
号
二
七
頁
・
三
号
一
〇
九
頁
（
二
〇
一
八
年
）。

拙
稿
・
前
掲
注
（
1
）・（
二
）
四
二
頁
以
下
。

Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
〇
五
条　

普
通
取
引
約
款
の
契
約
へ
の
組
入
れ

⑵　

普
通
取
引
約
款
は
、
約
款
使
用
者
が
契
約
締
結
に
際
し
て
次
の
各
号
に
定
め
る
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
、
か
つ
、
他
方
の
契
約
当
事
者
が
約

款
の
適
用
に
同
意
し
た
場
合
に
限
り
、
契
約
の
構
成
要
素
と
な
る
。

1
．
他
方
の
契
約
当
事
者
に
対
し
て
明
示
的
に
、
ま
た
は
、
明
示
的
な
指
定
が
契
約
締
結
の
態
様
ゆ
え
に
過
度
な
困
難
を
伴
う
場
合
に
は
、
契
約

締
結
の
場
所
に
お
け
る
明
確
に
視
認
可
能
な
掲
示
に
よ
っ
て
、
そ
の
約
款
を
指
定
す
る
こ
と

2
．
他
方
の
契
約
当
事
者
が
約
款
の
内
容
を
知
る
機
会
を
、
約
款
使
用
者
に
と
っ
て
認
識
可
能
な
同
人
の
身
体
的
障
害
を
も
相
当
に
顧
慮
し
た
う

え
で
、
期
待
可
能
な
方
法
で
与
え
た
こ
と

変
更
約
款
の
開
示
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
1
）・（
二
）
四
四
頁
以
下
を
参
照
。

類
似
の
見
解
を
含
め
て
、Eberhard Seybold, V

ersR 1989, 1231, 1233; Peter Präve, ZfV
 1992, 221, 224; ders., r + s 1998, 

441, 446; Christian A
rm

brüster, in: Prölss/M
artin V

V
G 

（29. A
uflage, 2015

）, Einleitung, Rn. 40; D
aniel Schaffrin, „D

ie K
on-

trolle von A
llgem

einen Geschäftsbedingungen und A
llgem

einen V
ersicherungsbedingungen: Ein V

ergleich

“, 2015, 39; T
or-

sten Freund, „D
ie Ä

nderung A
llgem

einer Geschäftsbedingungen in bestehenden V
erträgen

“, 1998, 63f.: Bastian K
olm

see, 
„D

ie A
npassung von A

llgem
einen Geschäftsbedingungen in D

auerschuldverhältnissen

“, 2011, 69ff.; Staudinger/Peter 
Schlosser （2013

）, 

§ 305 Rn. 172

な
ど
を
参
照
。

M
athias H

abersack, in: U
lm

er/Brandner/H
ensen, A

GB-Recht 

（12. A
uflage, 2016

）, 

§ 305 BGB Rn. 164; T
hom

as Pfei-
ffer, in: W

olf/Lindacher/Pfeiffer, A
GB-Recht 

（6. A
uflage, 2013

）, 

§ 305 BGB Rn. 105; M
üK

oBGB/Jürgen Basedow
 

（8. A
uf

lage, 2019

）, 

§ 305 Rn. 89; Seybold, a. a. O
., 

（A
nm

. 5

）, 1232ff.; Eckardt Buchholz-Schuster, N
V

ersZ 2000, 207, 208; N
orbert 

H
orn, W

M
 1984, 449, 453; ders., in: W

olf/H
orn/Lindacher, A

GBG 
（4. A

uflage, 1999

）, 

§ 23 Rn. 623; T
hom

as H
oeren, N

JW
 

1992, 3263, 3267; H
erm

ann-Josef Bunte, in: Schim
ansky/Bunte/Lw

ow
ski, Bankrechts-H

andbuch 

（4. A
uflage, 2011

）, 

§ 6 Rn. 
11

な
ど
を
参
照
。

Freund, a. a. O
., （A

nm
. 5

）, 206f.; W
olfgang H

au, „V
ertragsanpassung und A

npassungsvertrag

“, 2003, 395ff.; K
olm

see a. 

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
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）
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a. O
., （A

nm
. 5

）, 148ff.

な
ど
を
参
照
。

以
上
の
議
論
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
1
）・（
二
）
四
五
頁
以
下
を
参
照
。

Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
〇
八
条　

評
価
の
余
地
の
あ
る
禁
止
条
項

普
通
取
引
約
款
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
以
下
の
規
定
は
無
効
で
あ
る
。

5
．（
擬
制
さ
れ
た
意
思
表
示
）

一
定
の
行
為
が
さ
れ
た
ま
た
は
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、
約
款
使
用
者
の
契
約
相
手
方
の
意
思
表
示
が
さ
れ
、
ま
た
は
さ
れ
な
か
っ
た
も

の
と
み
な
す
規
定
。
た
だ
し
、
次
の
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

ａ　

契
約
相
手
方
に
明
示
的
な
意
思
表
示
の
た
め
の
相
当
な
期
間
が
与
え
ら
れ
、
か
つ

ｂ　

そ
の
期
間
の
初
め
に
契
約
相
手
方
に
対
し
て
自
ら
の
行
為
態
様
の
規
定
さ
れ
た
意
味
を
特
別
に
指
摘
す
る
義
務
を
、
約
款
使
用
者
が

負
う
場
合
。

M
üK

oBGB/Basedow
, a. a. O

., （A
nm

. 6

）, 

§ 305 Rn. 89.

拙
稿
・
前
掲
注
（
1
）・（
二
）
五
〇
頁
・
五
二
頁
を
参
照
。

Friedrich Graf von W
estphalen, D

auerschuldverhältnisse – W
irksam

keit von Ä
nderungsklauseln zugunsten des A

GB-
V

erw
enders, in: FS für Peter Schlosser, 2005, 1103, 1110; K

olm
see, a. a. O

., （A
nm

. 5

）, 151.
H

au, a. a. O
., （A

nm
. 7

）, 399.

そ
の
他
に
、
同
意
擬
制
条
項
に
つ
い
て
は
、
条
項
定
式
の
面
で
一
方
的
変
更
権
条
項
ほ
ど
の
具
体
化
が
要
求
さ
れ
な
い
、
と
す
る
見
解
も
あ

る
。Freund, a. a. O

., （A
nm

. 5

）, 206; Jürgen Prölss, V
ersR 2000, 1441, 1448 

を
参
照
。

も
っ
と
も
、
相
手
方
に
不
相
当
な
不
利
益
を
も
た
ら
す
変
更
は
許
さ
れ
な
い
、
と
の
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
。Seybold, a. a. O

., （A
nm

. 5

）, 
1236; Freund, a. a. O

., 

（A
nm

. 5

）, 107ff.; H
arry Schm

idt, in: U
lm

er/Brandner/H
ensen, a. a. O

., 

（A
nm

. 6

）, 

§ 308 N
r. 5 BGB 

Rn. 7

を
参
照
。
こ
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
〇
七
条
以
下
に
抵
触
す
る
条
項
を
同
意
擬
制
条
項
に
よ
っ
て
組
み
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

Ｂ
Ｇ
Ｈ
後
掲
二
〇
〇
七
年
判
決
。

Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
〇
七
条　

内
容
規
制

⑴　

普
通
取
引
約
款
中
の
規
定
が
信
義
誠
実
の
要
請
に
反
し
て
約
款
使
用
者
の
契
約
相
手
方
に
不
相
当
に
不
利
益
を
与
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
規

（
8
）
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9
）
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定
は
無
効
と
す
る
。
不
相
当
な
不
利
益
は
、
規
定
が
明
確
で
な
く
、
ま
た
は
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
な
い
こ
と
か
ら
も
生
ず
る
。

⑵　

あ
る
規
定
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
疑
い
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
規
定
は
、
不
相
当
に
不
利
益
を
与
え
る
も

の
と
推
定
す
る
。

1
．
そ
の
内
容
が
法
律
上
の
規
定
を
逸
脱
し
、
そ
の
法
律
上
の
規
定
の
本
質
的
基
本
思
想
と
相
容
れ
な
い
と
き

2
．
契
約
の
性
質
か
ら
生
ず
る
本
質
的
な
権
利
ま
た
は
義
務
を
制
限
し
、
契
約
目
的
の
達
成
を
危
殆
化
す
る
と
き
。

⑶　

本
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
、
な
ら
び
に
第
三
〇
八
条
お
よ
び
第
三
〇
九
条
は
、
普
通
取
引
約
款
中
の
規
定
で
あ
っ
て
、
法
律
上
の
規
定
を

逸
脱
し
、
ま
た
は
こ
れ
を
補
充
す
る
規
律
が
合
意
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
他
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
本
条
第
一
項
第

一
文
と
併
せ
た
本
条
第
一
項
第
二
文
に
よ
り
無
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
文
に
紹
介
す
る
プ
レ
ー
ヴ
ェ
の
他
に
、Seybold, a. a. O

., 

（A
nm

. 5

）, 1236 

は
、
主
た
る
給
付
を
保
険
契
約
者
に
と
っ
て
容
認
で
き
な

い
方
法
で
縮
減
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
、K

olm
see, a. a. O

., （A
nm

. 5

）, 151f.

も
参
照
。

Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
〇
八
条　

評
価
の
余
地
の
あ
る
禁
止
条
項

普
通
取
引
約
款
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
以
下
の
規
定
は
無
効
で
あ
る
。

6
．（
到
達
の
擬
制
）

特
別
な
意
義
を
有
す
る
約
款
使
用
者
の
意
思
表
示
が
相
手
方
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
を
定
め
る
規
定
。

Präve, a. a. O
., （A

nm
. 5

）, 1992, 227.

さ
ら
に
、
契
約
締
結
に
つ
い
て
は
同
意
擬
制
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
全
約
款
の
事
後
的
変
更
も
、
契
約
締
結
時
点
で
の
同
様
の

約
款
の
合
意
と
同
じ
意
義
を
有
す
る
と
し
て
、
同
意
擬
制
の
対
象
た
り
え
な
い
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、Peter Präve, ZfV

 
1993, 214, 215; ders., a. a. O

., （A
nm

. 5

）, 1998, 446; ders., „V
ersicherungsbedingungen und A

GB-Gesetz

“, 1998, 159

を
参
照
。

Freund, a. a. O
., （A

nm
. 5

）, 108f..

法
的
保
護
保
険
契
約
に
お
け
る
約
款
変
更
条
項
が
問
題
と
な
っ
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
第
四
民
事
部
一
九
九
九
年
三
月
一
七
日
（BGH

Z 141, 153

）
お

よ
び
前
掲
Ｂ
Ｇ
Ｈ
二
〇
〇
七
年
判
決
を
参
照
。

Freund, a. a. O
., （A

nm
. 5

）, 158ff..
Präve, V

ersicherungsbedingungen, a. a. O
., （A

nm
. 21

）, 153.

（
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M
anfred W

andt, „Ä
nderungsklauseln in V

ersicherungsverträgen

“, 2000, 19.
W

andt, a. a. O
., 

（A
nm

. 26

）, 21f..

な
お
、
保
険
契
約
に
お
い
て
こ
の
基
準
は
契
約
の
大
量
性
を
考
慮
し
て
確
定
さ
れ
る
と
し
、
そ
の
例

と
し
て
、
ユ
ー
ロ
導
入
に
伴
う
電
算
処
理
の
コ
ス
ト
を
挙
げ
る
（W

andt, a. a. O
., （A

nm
. 26

）, 22f.

）。

W
andt, a. a. O

., （A
nm

. 26

）, 23f..
K

olm
see, a. a. O

., （A
nm

. 5

）, 134f..
K

olm
see, a. a. O

., （A
nm

. 5

）, 180ff..
K

olm
see, a. a. O

., （A
nm

. 5

）, 208.
W

andt, a. a. O
., 

（A
nm

. 26

）, 66f.; Präve, V
ersicherungsbedingungen, a. a. O

., 

（A
nm

. 21

）, 156.

さ
ら
に
、M

atthias Eckelt, 
„V

ertragsanpassungsrecht

“, 2008, 205f.; K
olm

see, a. a. O
., （A

nm
. 5

）, 130

は
、
回
避
可
能
性
を
問
わ
ず
、
一
般
的
に
告
知
権
の
補
償
作

用
を
否
定
す
る
。

M
üK

oBGB/Basedow
, a. a. O

., 
（A
nm

. 6

）, 

§ 305 Rn. 93; Freund, a. a. O
., 

（A
nm

. 5

）, 169f.; Präve, V
ersicherungsbedingun-

gen, a. a. O
., （A

nm
. 21

）, 156; K
olm

see a. a. O
., （A

nm
. 5

）, 130.
Freund, a. a. O

., （A
nm

. 5

）, 169f.; Eckelt, a. a. O
., （A

nm
. 32

）, 205; K
olm

see a. a. O
., （A

nm
. 5

）, 130.

な
お
、
価
格
変
更
条
項
に
お
け
る
告
知
権
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
学
説
で
あ
る
が
、
逆
に
、
変
更
権
者
が
取
引
特
殊
的
投
資
を
し
て
い
る
場
合

に
は
、
告
知
権
の
付
与
は
変
更
権
者
に
期
待
不
可
能
で
あ
る
、
と
の
指
摘
も
あ
る
。H

au, a. a. O
., 

（A
nm

. 7

）, 343

（
も
っ
と
も
、
閾
値
を
設

定
し
た
告
知
権
が
原
則
で
あ
る
と
す
る
。）; Eckelt, a. a. O

., （A
nm

. 32

）, 207

を
参
照
。

W
andt, a. a. O

., （A
nm

. 26

）, 67f.; Präve, V
ersicherungsbedingungen, a. a. O

., （A
nm

. 21

）, 156.
W

andt, a. a. O
., （A

nm
. 26

）, 67. H
au, a. a. O

., （A
nm

. 7
）, 344

も
、
価
格
変
更
条
項
に
お
け
る
告
知
権
に
つ
い
て
、
同
様
の
指
摘
を
し

て
い
る
。

W
andt, a. a. O

., （A
nm

. 26

）, 15f.; ders., V
ersR 2000, 129, 137 

を
参
照
。
ま
た
、
先
立
っ
てSeybold, a. a. O

., （A
nm

. 5

）, 1236

も
、

保
険
契
約
に
お
け
る
同
意
擬
制
条
項
に
つ
い
て
、
契
約
更
新
後
の
期
間
に
つ
い
て
の
変
更
可
能
枠
よ
り
も
固
定
期
間
中
の
そ
れ
の
方
が
小
さ
く
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
様
の
場
合
分
け
は
、
価
格
変
更
条
項
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。M

anfred W
olf, 

ZIP 1987, 341, 349

（
商
人
間
の
約
款
に
お
け
る
価
格
変
更
条
項
に
つ
い
て
）; Sven M

arlow
, N

euere A
spekte zur Zulässigkeit von 
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Beitragsanpassungsklauseln in V
ersicherungsverträgen – Beliebigkeit durch Lösungsrecht?, in: FS für H

orst Baum
ann, 

1999, 209, 224f.

（
保
険
料
変
更
条
項
に
つ
い
て
）
を
参
照
。

ヴ
ァ
ン
ト
は
、
自
動
車
責
任
保
険
に
お
け
る
保
険
料
率
表
の
変
更
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
保
険
法
指
令
第
三
次
実
施
法
（V

A
GEW

G-
D

G 3
）
一
六
条
§
八
を
、
告
知
可
能
な
場
面
に
お
け
る
約
款
変
更
に
つ
い
て
の
考
察
の
手
掛
か
り
と
し
て
い
る
。
同
規
定
は
、
一
九
九
四
年
の

認
可
制
の
廃
止
に
伴
う
保
険
料
率
表
（
保
険
料
お
よ
び
そ
の
算
定
に
用
い
ら
れ
る
契
約
条
件
で
あ
る
保
険
料
規
定
）
の
変
更
に
つ
き
、
保
険
契
約

者
へ
の
通
知
と
告
知
権
の
教
示
に
よ
り
、
次
期
保
険
期
間
の
初
め
か
ら
保
険
料
率
表
の
変
更
が
所
定
の
既
存
契
約
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
定
め

て
い
る
。
ヴ
ァ
ン
ト
は
、
こ
の
規
定
の
中
に
、
告
知
可
能
な
場
面
に
お
け
る
約
款
変
更
権
限
の
規
制
に
つ
い
て
の
一
般
準
則
を
見
出
し
て
い
る
。

Ｖ
Ａ
Ｇ
Ｅ
Ｗ
Ｇ
Ｄ
Ｇ 

3　

一
六
条　

経
過
規
定
お
よ
び
最
終
規
定

§
八　

保
険
者
が
保
険
契
約
者
に
対
し
て
、
新
旧
の
保
険
料
規
定
の
違
い
を
知
ら
せ
た
う
え
で
遅
く
と
も
施
行
の
一
月
前
に
保
険
料
規
定

の
変
更
を
通
知
し
、
か
つ
書
面
に
よ
っ
て
告
知
権
に
つ
い
て
教
示
し
た
と
き
は
、
自
動
車
責
任
保
険
に
つ
い
て
の
保
険
料
率
表
（
保
険

料
お
よ
び
保
険
料
規
定
）
の
変
更
が
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時
点
〔
筆
者
注
：
一
九
九
四
年
七
月
二
九
日
〕
で
存
在
す
る
自
動
車
責
任

保
険
関
係
に
対
し
て
、
次
期
保
険
期
間
の
開
始
時
か
ら
適
用
さ
れ
る
。
一
九
九
四
年
七
月
二
九
日
よ
り
前
に
監
督
官
庁
に
よ
っ
て
認
可

さ
れ
た
保
険
約
款
に
基
づ
い
て
一
九
九
四
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
に
締
結
さ
れ
た
保
険
関
係
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

W
andt, a. a. O

., （A
nm

. 26

）, 93f.; ders., a. a. O
., （A

nm
. 38

）, 136.
W

andt, a. a. O
., （A

nm
. 26

）, 87.

以
下
の
記
述
に
つ
い
て
は
、W

andt, a. a. O
., （A

nm
. 26

）, 83f., 95ff.; ders., a. a. O
., （A

nm
. 38

）, 131

を
参
照
。

Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
〇
五
ｃ
条　
不
意
打
ち
条
項
お
よ
び
多
義
的
な
条
項

⑴　

普
通
取
引
約
款
中
の
規
定
で
あ
っ
て
、
諸
事
情
と
り
わ
け
契
約
の
外
形
に
照
ら
し
て
、
約
款
使
用
者
の
契
約
相
手
方
が
考
慮
す
る
必
要

が
な
い
ほ
ど
に
異
常
な
も
の
は
、
契
約
の
構
成
要
素
と
な
ら
な
い
。

と
り
わ
け
、
不
意
打
ち
条
項
規
制
の
適
用
に
お
い
て
は
、
既
存
契
約
の
条
件
の
変
更
で
あ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し

て
い
る
（W

andt, a. a. O
., （A

nm
. 26

）, 96, Fn. 376

）。

も
っ
と
も
、
更
新
に
際
し
て
新
規
顧
客
よ
り
も
既
存
顧
客
を
不
利
に
扱
う
こ
と
に
、
保
険
者
の
正
当
な
利
益
は
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
、
期

限
の
定
め
の
な
い
ま
た
は
更
新
条
項
の
あ
る
契
約
に
低
い
保
険
料
で
誘
引
し
、
告
知
可
能
後
に
変
更
条
項
で
保
険
者
に
有
利
に
契
約
を
変
更
す
る
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可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
危
険
に
対
処
す
る
た
め
の
内
容
的
な
制
約
は
、
定
義
し
が
た
く
、
形
式
的
要
件
に
よ
る
保
護
で
十
分
で
あ
る
と

す
る
。ヴ

ァ
ン
ト
は
、
考
察
の
手
掛
か
り
と
し
た
自
動
車
責
任
保
険
に
つ
い
て
、
激
し
い
競
争
が
あ
り
、
代
替
取
引
に
よ
っ
て
保
険
料
が
上
ら
な
い

こ
と
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
、
締
約
強
制
に
よ
っ
て
代
替
取
引
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
指
摘
し
て
い
る
。
以
上
に
つ
き
、

W
andt, a. a. O

., 

（A
nm

. 26

）, 83f.; ders., a. a. O
., 

（A
nm

. 38

）, 131

を
参
照
。
ま
た
、
他
の
保
険
部
門
に
つ
い
て
の
一
般
論
と
し
て
は
、

W
andt, a. a. O

., （A
nm

. 26

）, 95ff.

を
参
照
。

合
意
擬
制
構
成
に
基
づ
く
約
款
変
更
が
、
一
方
的
変
更
の
範
疇
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
か
、
合
意
に
よ
る
変
更
の
枠
に
収
め
る
べ
き
も
の
か
に

つ
い
て
は
、
議
論
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
問
題
に
深
く
立
ち
入
る
こ
と
な
く
、
便
宜
的
に
合
意
擬
制
に
よ
る
約
款
変
更
を
一
方
的

変
更
の
項
目
で
整
理
す
る
。

ヴ
ァ
ン
ト
が
重
視
し
て
い
た
相
手
方
に
お
け
る
代
替
取
引
の
可
能
性
を
解
除
型
の
要
件
と
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
な
考
慮
が
必
要
で

あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
法
律
上
の
存
続
保
障
が
働
く
わ
け
で
は
な
い
場
面
に
お
い
て
、
市
場
状
況
が
代
替
取
引
を
可
能
と
し
な
い
こ
と
の
リ
ス

ク
を
約
款
使
用
者
が
負
担
す
べ
き
な
の
か
、
ま
た
、
負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
理
由
は
何
な
の
か
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
討
が
必
要
だ

か
ら
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
法
の
文
脈
に
お
い
て
は
、「
告
知
」
と
い
う
語
を
用
い
た
が
、
以
降
は
、
日
本
法
に
お
い
て
も
参
照
し
や
す
い
法
的
枠
組
み
を
提
示

す
る
た
め
、
よ
り
馴
染
み
が
あ
り
、
従
来
の
議
論
と
も
接
合
し
や
す
い
「
解
除
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
に
す
る
。

桑
岡
和
久
「
定
型
約
款
の
変
更
」
法
時
九
〇
巻
八
号
（
二
〇
一
八
年
）
八
二
頁
を
参
照
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
約
款
変
更
の
一
般
理
論
は
、
合
意
に
よ
る
変
更
と
事
情
変
更
に
基
づ
く
変
更
の
二
本
立
て
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
変
更
条
項
の
有
無
を
加
味
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
基
本
構
造
が
得
ら
れ
る
。

ま
ず
、
約
款
中
に
変
更
条
項
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
よ
う
な
条
項
が
有
効
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
合
意
擬
制
構
成
（
異
議
型
も
し
く
は

解
除
型
）
ま
た
は
事
情
変
更
構
成
の
い
ず
れ
か
の
構
成
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

次
に
、
約
款
中
に
変
更
条
項
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
一
方
で
は
、
変
更
合
意
の
成
立
を
問
う
こ
と
に
な
る
。
相
手
方
の
推
断
的
同
意
を

肯
定
す
る
な
ら
ば
、
合
意
擬
制
構
成
に
よ
る
変
更
条
項
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
近
い
形
で
、
変
更
条
項
が
な
い
場
合
も
処
理
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
他
方
で
、
事
情
変
更
の
原
則
の
枠
内
で
約
款
の
性
格
を
考
慮
し
て
約
款
変
更
を
肯
定
す
る
余
地
が
あ
る
。
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石
川
博
康
「
契
約
改
訂
規
範
と
し
て
の
定
型
約
款
変
更
法
理
の
特
質
と
そ
の
理
論
的
定
位
」
現
消
三
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
三
七
頁
を
参
照
。

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
立
脚
す
る
学
説
と
し
て
、
三
枝
健
治
「
約
款
の
変
更
」
法
時
八
九
巻
三
号
（
二
〇
一
七
年
）
六
九
頁
、
丸
山
絵
美
子

「『
定
型
約
款
』
に
関
す
る
規
定
と
契
約
法
学
の
課
題
」
消
費
者
法
研
究
三
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
六
九
頁
以
下
、
大
澤
彩
「『
定
型
約
款
』
時
代

の
不
当
条
項
規
制
」
消
費
者
法
研
究
三
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
九
三
頁
以
下
、
桑
岡
・
前
掲
注
（
50
）、
潮
見
佳
男
他
編
『
詳
解　

改
正
民
法
』

商
事
法
務
（
二
〇
一
八
年
）
四
一
〇
頁
以
下
〔
桑
岡
和
久
〕
な
ど
を
参
照
。
こ
れ
ら
の
学
説
の
共
通
項
と
し
て
、
相
手
方
に
対
す
る
変
更
の
通
知

と
契
約
か
ら
の
離
脱
可
能
性
の
付
与
を
変
更
の
要
件
と
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
す
る
学
説
と
し
て
、
石
川
・
前
掲
注
（
52
）
三
七
頁
以
下
を
参
照
。

中
心
条
項
へ
の
適
用
を
肯
定
す
る
見
解
と
し
て
、
ま
ず
も
っ
て
立
案
担
当
者
の
説
明
（
村
松
秀
樹
＝
松
尾
博
憲
『
定
型
約
款
の
実
務

Q
&

A

』
商
事
法
務
（
二
〇
一
八
年
）
三
九
頁
・
一
三
一
頁
以
下
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
他
、
丸
山
絵
美
子
「
定
型
約
款
を
め
ぐ
る
問
題
」

法
教
四
六
八
号
（
二
〇
一
九
年
）
九
一
頁
を
参
照
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
心
条
項
へ
の
適
用
を
否
定
す
る
見
解
と
し
て
、
潮
見
佳
男
『
新
債
権
総

論
Ⅰ
』
信
山
社
（
二
〇
一
七
年
）
四
八
頁
、
河
上
正
二
「
改
正
民
法
に
お
け
る
『
定
型
約
款
』
規
定
に
お
け
る
若
干
の
問
題
点
」
瀬
川
＝
吉
田
古

希
『
社
会
の
変
容
と
民
法
の
課
題
［
上
巻
］』
成
文
堂
（
二
〇
一
八
年
）
四
八
二
頁
、
桑
岡
・
前
掲
注
（
50
）
八
三
頁
な
ど
を
参
照
。

注
（
53
）
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
相
手
方
の
契
約
か
ら
の
離
脱
可
能
性
は
、
と
り
わ
け
前
記
①
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
見
解
に
お
い

て
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
立
案
担
当
者
は
、
定
型
約
款
の
変
更
を
認
め
る
方
向
で
斟
酌
さ
れ
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
相
手
方
に

対
す
る
解
除
権
の
付
与
を
挙
げ
る
の
み
で
あ
る
（
筒
井
健
夫
＝
村
松
秀
樹
『
一
問
一
答　

民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
』
商
事
法
務
（
二
〇
一
八

年
）
二
六
〇
頁
、
村
松
＝
松
尾
・
前
掲
注
（
55
）
一
二
九
頁
・
一
三
五
頁
）。
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